
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
に
も
、

飲
酒
に
よ
り
前
方
不
注
視
と
な
っ
て
い
た
過
失
が
あ
り
、

そ
の
割
合
は
六
割
と
認
め
ら
れ
る
。

③

最
高
裁
判
決

本
件
は
、
民
事
訴
訟
法
第
三
一
八
条
第
一
項
の
事
件
に

は
あ
た
ら
な
い
。

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

(二
審
判
決
)

事
実
の
認
定

a

本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
被
控
訴
人
会
社
に
よ
り

本
件
河
川
の
東
岸
に
高
さ
三
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

長
さ
三
･
六
五
メ
ー
ト
ル
の
形
状
で
設
置
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
東
側
に
東
西
方
向
の
本
件
歩
道
が
存
し
て

い
る
。
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
本
件
歩
道
の
間
は
、

も
と
も
と
河
川
敷

(国
有
地
)
で
あ
っ
た
が
、
被
控

訴
人
会
社
が
こ
れ
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
し
、
本
件

歩
道
か
ら
の
進
入
路
及
び
駐
車
場
と
し
て
使
用
し
て

い
た
た
め
、
歩
行
者
は
、
本
件
歩
道
の
西
端
を
通
り

す
ぎ
て
も
ま
だ
歩
道
が
続
い
て
い
る
も
の
と
錯
覚
し

て
、
西
進
を
続
け
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
で
突
然
行

手
を
遮
断
さ
れ
る
。

b

本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
も
と
も
と
被
控
訴
人
大

阪
府
が
、
本
件
歩
道
の
歩
行
者
が
本
件
河
川
に
転
落

す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
で
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
被
控
訴
人
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　①

府
道
歩
行
者
転
落
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件

〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
二
年
三
月
二
人
日

大
阪
地
方
裁
判
所

請
求
棄
却

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
三
年
一
月
二
三
日

大
阪
高
等
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

官
最
高
裁
判
決
〕
平
成
一
四
年
三
月
三
一日

最
高
裁
判
所

上
告
受
理
申
立
却
下

1

事
件
の
概
要

原
告
ら
の
被
相
続
人
が
府
道
の
歩
道
を
歩
行
中
、
歩
道

と
交
差
す
る
河
川
に
転
落
し
て
、
死
亡
し
た
。
本
件
歩
道

は
、
転
落
箇
所
で
行
止
り
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
高

さ
三
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
ら
は
、
本
件
事
故
の
原
因
は
、
当

該
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
と
し
て
、
道
路
管
理
者
及
び
河
川
管
理
者
並
び

に
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
者
で
あ
る
被
告
会
社
に
損

害
賠
償
請
求
を
し
た
。
(請
求
額

"
八
、
一
三
八
万
七
、

五
三
五
円
)

な
お
、
本
件
河
川
は
河
川
法
及
び
下
水
道
法
の
適
用
を

受
け
な
い
単
な
る
国
有
財
産
で
あ
り
、
法
律
上
は
国
の
機

関
で
あ
る
大
阪
府
知
事
が
、
実
質
上
は
松
原
市
が
管
理
し

て
い
た
。

2

判
決
の
要
旨

①

-
審
判
決

本
件
事
故
現
場
付
近
に
は
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
視

認
す
る
の
に
十
分
な
照
度
が
あ
っ
た
こ
と
、
被
害
者
が
本

件
事
故
現
場
付
近
の
状
況
に
は
詳
し
か
っ
た
こ
と
、
本
件

事
故
当
時
、
被
害
者
が
飲
酒
し
て
い
た
こ
と
等
を
考
慮
す

れ
ば
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
の
瑕
疵
や
被
告
大
阪

府
及
び
同
松
原
市
の
営
造
物
管
理
責
任
を
い
う
原
告
ら
の

主
張
は
理
由
が
な
い
。

②

二
審
判
決

本
件
事
故
現
場
に
は
、
瑕
疵
あ
る
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

し
か
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
河
川
へ
の
転
落
を
防
止

す
る
た
め
の
相
当
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
本
件
歩
道
及
び
河
川
の
管
理
に
は
瑕
疵
が

府
逍
歩
衞
者
嚇
瀰
暮
纜
損
害
購
纜
請
求
事
榊

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



会
社
が
河
川
敷
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
し
た
際
、
本

②

法
的
判
断

件
旧
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
支
え
の
ポ
ー
ル
を
根
元
か
ら

a

被
控
訴

切
断
し
、高
さ
を
三
人
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
め
、

本
件
河
川
の
東
岸
の
際
ま
で
移
設
し
た
の
で
、
そ
の

転
落
防
止
機
能
は
著
し
く
低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
被

控
訴
人
大
阪
府
は
、
被
控
訴
人
会
社
に
国
有
地
の
原

状
回
復
を
勧
告
し
た
が
、
本
件
事
故
当
時
も
そ
の
ま

ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
被
控
訴
人
会
社
は
、
右
移
設
工
事
の
際
、

自
社
の
駐
車
場
利
用
者
が
本
件
河
川
に
転
落
す
る
の

を
防
止
す
る
た
め
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
南
端
か

ら
さ
ら
に
南
側
に
向
か
っ
て
本
件
河
川
沿
い
に
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
の
鉄
パ
イ
プ
柵
を
設
置
し
た
。

c

本
件
事
故
現
場
の
東
方
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
位
置

に
存
す
る
交
差
点
に
は
水
銀
灯
が
四
基
設
置
さ
れ
て

お
り
、
本
件
事
故
現
場
の
本
件
府
道
を
挟
ん
だ
北
側

七
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
は
飲
食
店
の
看
板
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
、
本
件
事
故
現
場
北
東
の
国
道
沿

い
に
存
す
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
か
ら
は
道
路
に
向

か
っ
て
多
く
の
照
明
灯
が
あ
り
、
本
件
歩
道
の
歩
行

者
は
車
道
を
通
行
す
る
車
両
が
な
い
場
合
で
も
、
前

方
を
注
視
し
て
い
れ
ば
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
約

一
四
メ
ー
ト
ル
手
前
か
ら
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
、

本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
直
前
ま
で
来
れ
ば
、
そ
の
先

が
河
川
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き

る
状
態
で
あ
っ
た
。

a

被
控
訴
人
会
社
の
責
任

被
控
訴
人
会
社
は
、
被
控
訴
人
大
阪
府
が
設
置
し

て
い
た
本
件
旧
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
右
移
設
工
事
に
際

し
て
、
高
さ
を
縮
め
、
本
件
河
川
の
東
岸
の
際
ま
で

移
設
し
、
歩
行
者
の
転
落
防
止
用
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の

機
能
を
著
し
く
低
下
さ
せ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
件
ガ

ー
ド
レ
ー
ル
の
高
さ
が
鉄
パ
イ
プ
柵
と
同
程
度
あ
れ

ば
、
本
件
事
故
の
発
生
は
防
げ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
本
件
事
故
は
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
設
置
の

瑕
疵
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
被
控
訴
人
会
社
は
、
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

を
設
置
し
占
有
す
る
者
と
し
て
、
民
法
第
七
一
七
条

に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。

b

本
件
歩
道
及
び
本
件
河
川
の
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い

て
歩
道
は
、
飲
酒
を
し
て
い
る
者
も
含
め
種
々
雑
多

な
歩
行
者
が
、
い
か
な
る
天
候
、
時
刻
で
あ
ろ
う
と

も
、
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
通
常
有
す
べ

き
安
全
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
い
。

本
件
事
故
現
場
は
、
歩
道
と
河
川
が
交
差
す
る
箇
所

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
高
さ
が
三
人
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
し
か
な
い
瑕
疵
あ
る
本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
本
件
河
川
へ
の
転
落
防
止
の

た
め
の
相
当
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

道
路
管
理
者
は
、
本
件
歩
道
の
通
行
者
が
危
険
な
本

件
事
故
現
場
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
誘
導
も
し
く
は

通
行
止
め
に
す
る
等
相
当
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
の

管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
河
川
管
理
者

(国
有
財
産
管
理
者
も
含
む
)
も
、

本
件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
自
体
を
十
分
な
高
さ
の
も
の
に

す
る
か
、
こ
れ
に
沿
っ
て
よ
り
高
い
柵
を
設
置
す
る

等
本
件
河
川
へ
の
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る

べ
き
で
あ

っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
そ
の
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
o

c

過
失
相
殺

本
件
事
故
当
時
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
府
道

を
走
行
中
の
車
両
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
、
交
差
点
及
び

沿
道
の
店
舗
等
の
照
明
に
よ
り
あ
ま
り
暗
く
は
な

く
、
被
害
者
が
進
路
前
方
を
注
視
し
て
い
れ
ば
、
本

件
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
祝
認
す
る
こ
と
も
比
較
的
容
易

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
、
飲
酒
に
よ
り
注
意

力
が
散
漫
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
気
づ
か
ず
、

本
件
河
川
に
転
落
し
た
。
よ
っ
て
、
本
件
事
故
の
発

生
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
過
失
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
く
、
そ
の
割
合
は
六
割
と
認
め
ら
れ
る
。
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